
総社市告示第２３号 

 

総社市木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要綱（平成２１年総社市告示第３号）の一部を次のように改正する。 

 

令和７年３月２１日 

 

総社市長 片 岡 聡 一 

 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（以下「改正後部分」とい

う。）が存在する場合には，当該改正部分を当該改正後部分に改め，改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には，当該改正部分を削り，改正後部

分に対応する改正部分が存在しない場合には，当該改正後部分を加える。 

 次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分を次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分に改める。 

 

改 正 後 改 正 前 

 

 （定義） 

第２条 この要綱において次に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるとこ

ろによる。 

(１)～(６) 略 

(７) 耐震シェルター等設置工事 耐震診断の結果若しくは既存住宅性能

評価により，倒壊の危険性があると判断された既存木造住宅又は市長が

倒壊の危険性があると判断する既存木造住宅における耐震シェルター

等の設置工事（別表第３に定める耐震基準を確保するために行うものに

限る。）をいう。 

(８) 略 

 （補助事業） 

第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は，

次の各号のいずれかの工事とする。 

 

 

(１)～(３) 略 

（補助の対象，補助金の交付額等） 

第４条 この要綱による補助金の交付を受けることができるものは，木造住

宅を所有し，かつ，市税を滞納していないものであって，次の全ての要件

 

 （定義） 

第２条 この要綱において次に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるとこ

ろによる。 

(１)～(６) 略 

(７) 耐震シェルター等設置工事 耐震診断の結果又は既存住宅性能評価

により，倒壊の危険性があると判断された既存木造住宅における耐震シ

ェルター等の設置工事（別表第３に定める耐震基準を確保するために行

うものに限る。）をいう。 

 

(８) 略 

 （補助事業） 

第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は，

次の各号のいずれかの工事とする。ただし，第２号及び第３号は，高齢者

等の世帯員が所有し，かつ，当該高齢者等が居住する住宅に係る工事に限

る。 

(１)～(３) 略 

（補助の対象，補助金の交付額等） 

第４条 この要綱による補助金の交付を受けることができるものは，木造住

宅を所有し，かつ，市税を滞納していないものであって，次の全ての要件



改 正 後 改 正 前 

に該当するものとする。ただし，同一敷地内で，この要綱による補助を受

けている場合には，補助の対象としない。 

 (１)及び(２) 略 

 (３) 耐震診断の結果若しくは既存住宅性能評価により，倒壊の危険性があ

ると判断されたもの又は市長が倒壊の危険性があると判断するもので

あること。 

 (４)及び(５) 略 

２ 補助金の交付対象となる補助対象経費，補助率等は別表第１から別表第

３までに定めるところによる。ただし，次に掲げる経費を除くものとする。 

(１)及び(２) 略 

３ 略 

４ 補助金の交付にあたっては，別表第１から別表第３までにより求めた額

を交付するものとする。ただし，補助金額に１,０００円未満の端数があ

るときには，これを切り捨てるものとする。 

 

（補助金の交付決定） 

第６条 略 

２ 市長は，前項の審査を行うに当たり，当該申請の耐震改修工事，部分耐

震改修工事及び耐震シェルター等設置工事（以下「耐震改修等工事」とい

う。）の内容が，別表第１から別表第３までに掲げる耐震基準を確保でき

るものであることを確認するものとする。 

 

別表第２（第２条，第４条，第６条関係） 

既存木造住宅の性能 耐震基準 補助対象経費 補助額等 

部

分

耐

震

改

修

工

事 

耐

震

診

断 

上部構造評点

が1.0未満の

もの 

 

 

 

 

 

 

岡山県が定め

る技術基準に

おける「部分

耐震性能」を

有すること 

部分耐震改修

工事に要する

費用 

（ 1世帯につ

き 1箇所まで

とする。） 

補助対象経費

の2分の1（木

造住宅の所有

者が属する世

帯が高齢者等

である場合に

あっては 5分

の4）以内（一

住宅につき40

に該当するものとする。ただし，同一敷地内で，この要綱による補助を受

けている場合には，補助の対象としない。 

 (１)及び(２) 略 

 (３) 耐震診断の結果又は既存住宅性能評価により，倒壊の危険性があると

判断されたものであること。 

 

 (４)及び(５) 略 

２ 補助金の交付対象となる補助対象経費，補助率等は別表第１から第３ま

でに定めるところによる。ただし，次に掲げる経費を除くものとする。 

(１)及び(２) 略 

３ 略 

４ 補助金の交付にあたっては，別表第１から第３までにより求めた額を交

付するものとする。ただし，補助金額に１,０００円未満の端数があると

きには，これを切り捨てるものとする。 

 

（補助金の交付決定） 

第６条 略 

２ 市長は，前項の審査を行うに当たり，当該申請の耐震改修工事，部分耐

震改修工事及び耐震シェルター等設置工事（以下「耐震改修等工事」とい

う。）の内容が，別表第１から第３までに掲げる耐震基準を確保できるも

のであることを確認するものとする。 

 

別表第２（第４条，第６条関係） 

既存木造住宅の性能 耐震基準 補助対象経費 補助額等 

部

分

耐

震

改

修

工

事 

耐

震

診

断 

上部構造評点

が1.0未満の

もの 

 

 

 

 

 

 

岡山県が定め

る技術基準に

おける「部分

耐震性能」を

有すること 

部分耐震改修

工事に要する

費用 

（ 1世帯につ

き 1箇所まで

とする。） 

補助対象経費

の2分の1以内

（一住宅につ

き40万円を限

度とする。） 



改 正 後 改 正 前 

 

 

万円を限度と

する。） 

 

別表第３（第２条，第４条，第６条関係） 

既存木造住宅の性能等 耐震基準 補助対象経費 補助額等 

耐

震

シ

ェ

ル

タ

ー

等

工

事 

耐

震

診

断 

上部構造評点

が1.0未満の

もの 

1階部分に耐

震シェルター

等を設置する

こと 

耐震シェルタ

ーの購入，運

搬及び設置に

要する費用 

補助対象経費

の2分の1（木

造住宅の所有

者が属する世

帯が高齢者等

である場合に

あっては 5分

の4）以内（一

住宅につき20

万円を限度と

する。） 

既

存

住

宅

性

能

評

価 

耐震等級が 1

に満たないも

の 

防災ベッドの

購入，運搬及

び設置に要す

る費用 

補助対象経費

の2分の1（木

造住宅の所有

者が属する世

帯が高齢者等

である場合に

あっては 5分

の4）以内（一

住宅につき10

万円を限度と

する。） 

市長が倒壊の危険

性があると判断す

るもの 

    

 

 

 

別表第３（第３条，第５条関係） 

既存木造住宅の性能 耐震基準 補助対象経費 補助額等 

耐

震

シ

ェ

ル

タ

ー

等

工

事 

耐

震

診

断 

上部構造評点

が1.0未満の

もの 

1階部分に耐

震シェルター

等を設置する

こと 

耐震シェルタ

ーの購入，運

搬及び設置に

要する費用 

 

 

 

 

 

 

 

補助対象経費

の2分の1以内

（一住宅につ

き20万円を限

度とする。） 既

存

住

宅

性

能

評

価 

耐震等級が 1

に満たないも

の 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災ベッドの

購入，運搬及

び設置に要す

る費用 

補助対象経費

の2分の1以内

（一住宅につ

き10万円を限

度とする。） 

    

 

 附 則 

 この告示は，令和７年４月１日から施行する。 


